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平成 27 年４月 24 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ピ ー エ ス 三 菱 

代表者名 代表取締役社長 藤井 敏道 

(ｺｰﾄﾞ番号 1871 東証第 1 部) 

問合せ先 管理本部副本部長              

兼総務人事部長 平井   尚 

(TEL．03 － 6385 － 8002 ) 

「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 当社は、平成 27 年４月 24 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改

定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、主な改定箇所につきま

しては下線で示しております。 

記 

１．取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための   

体制 

（１）平成14年12月、ピーエス三菱発足に際し、「経営理念」を明確にするとともに、新たに「行動指

針」を制定した。 

（２）取締役、執行役員および全ての使用人は「経営理念と行動指針」を遵守、実践して企業倫理の確

立に取り組み、公正な企業活動を通じて社会に貢献するとともに、創造的で清新なる企業風土を

築く。 

（３）「社会との調和」「法令の遵守」「企業会計の透明化」を取締役、執行役員および全ての使用人の

行動指針とした。 

（４）自己完結性の強い業務の中に相互牽制し合う内部牽制システムを構築する。 

（５）コンプライアンス上疑義ある行為について、使用人が社内の通報窓口、または社外の弁護士を通

じて会社に通報、相談できる内部通報制度を構築し、通報者の保護を図るとともに、潜在する問

題点を把握して自浄作用を発揮し、法令遵守の実現を図ることとした。 

（６）行動指針に則り、反社会的勢力との関係を拒絶し、反社会的勢力からの不当な要求を毅然として

排除する。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

（１）情報の保存・管理 

取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書のほか、経営会議議事録、回議書等取締

役の職務の執行、意思決定に係る情報が記載された文書を、関連資料とともに、事務用文書取扱

規程、重要文書保管規程、文書保存年限類別および情報セキュリティ管理基本規程の定めるとこ

ろに従い、適切に保存し管理する。 

（２）情報の閲覧 

取締役および監査役は常時、前項の文書を閲覧することができるものとする。 
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）リスク管理の基礎として、ピーエス三菱グループＣＳＲ基本規程、ＣＳＲなんでも相談室運用規

程ならびに内部者取引防止管理規則、情報セキュリティ管理基本規程を定め、これらの規程に従

ったリスク管理体制を構築するものとする。 

（２）不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡

大を防止し、被害を最小限に止める。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）執行役員制度 

当社は、執行役員制度を導入し、取締役は経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化等経営機能

に専念し、取締役会は業務執行権限を執行役員に委嘱して執行責任を明確にし、コーポレートガ

バナンスの一層の充実を図る。 

（２）経営会議 

当社は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるため常勤の取締役ならびに本部長で構成す

る経営会議を設置し、原則月２回、全社および当社グループ全体の経営に係わる戦略、基本方針

その他経営全般に関する重要事項を審議する。さらに、代表取締役あるいは、取締役会の意思決

定を適法・適正かつ効率的に行うために、取締役会付議事項について事前に慎重な審議を行い、

代表取締役および取締役会の意思決定に資するものとする。 

（３）本部長・支店長会議 

社長・本部長・執行役員・支店長等で構成する本部長・支店長会議を設置し、原則月１回、各本

部・支店より受注・損益・業務遂行状況等を報告させ、必要に応じて具体的な施策を協議するほ

か、経営に係る戦略、基本方針その他経営全般に関する重要事項の周知徹底を図る。 

５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、当社グループの経営理念と行動指針に基づき、当社グループ一体となった法令遵守を推

進する。また、財務報告に係る内部統制に関し、評価する仕組を確立して、当社グループの財務

報告の適正性を確保するための体制を構築する。

（１）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

当社は、関係会社取扱規程を定め、同規程に基づきグループ会社運営を実施するものとし、当社

の取締役等と子会社の取締役等との間で定期的に会合を行い、当社の経営方針の周知を行うとと

もに、子会社から経営状況等の報告を受けるものとする。

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、ピーエス三菱グループＣＳＲ基本規程を定めることで、子会社にリスク管理体制を構築

させ、定期的に報告を受けるものとする。

②子会社において損失リスクが発生した場合には、関係会社取扱規程に従い、速やかに当社へ報告

するものとし、当社および当該子会社間で対策を協議・実施することで、損失の拡大を防止する。

（３）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、ならびに子会社

の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①当社は、子会社におけるコンプライアンスの周知・徹底および推進のための啓発活動を支援する。

②当社の取締役等と子会社の取締役等が定期的な会合を行い、当社の経営方針の周知を行うととも

に、子会社から経営状況等の報告を受けるものとする。

③当社の経営監査室による子会社の内部監査を実施し、その結果を当社の社長ならびに監査役に

報告するとともに、子会社の代表取締役に通知する。
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６．監査役の職務の執行のための必要な体制 

（１）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

取締役は、監査基準に規定する「監査職務を補助する体制」について監査役と協議し、その使用

人の配置に努めなければならない。 

（２）前号の使用人の取締役からの独立性および指示の実効性の確保に関する事項 

取締役は監査役会に対し、あらかじめ監査役の補助使用人の人事異動等に係る事項について同意

を得るものとする。 

取締役は、監査役の補助使用人の配置について、監査役と執行側からの指揮命令が相反しないよ

うに配慮し、補助使用人を選任する。また、補助使用人は監査役からの指揮命令を優先するもの

とする。

（３）監査役への報告に関する体制

①取締役、執行役員および使用人が監査役に報告するための体制 

取締役は、法律に定める事項のほか、取締役、執行役員または使用人から監査役に対する報告事

項について、あらかじめ監査役と協議して定める。 

②子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告を

するための体制

当社グループの内部通報制度および当社の経営監査室による各子会社の内部監査等を通じて得

た情報を、当社監査役に定期的に報告する。

（４）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するた

めの体制

当社の監査役に相談・通報を行った者に対し、当該相談・通報を行ったことを理由として不利益

な取り扱いは行わず、その旨を規程に定める。

（５）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役と協議の上、監査役の職務を執行するのに必要である予算をあらかじめ定める。

また、予算の有無に拘わらず、監査役が外部専門家に依頼した費用などを含め、職務を執行する

ために発生した費用を請求した時は、職務の執行に必要でないことが認められた場合を除き、監

査役に償還するものとする。

（６）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

代表取締役は、監査役会と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備

の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する等、監査役との相互認識を深めるように努

める。 

以 上 


